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令和 5年３月 30日 

社会福祉法人せたがや樫の木会 

プレイ＆リズム希望丘 



令和４年度 職員勤務割表 

 

 職名 月 火 水 木 金 土 

常
勤
職
員 

管理者 

児童発達支援管理責任者 

週 40時間の変形労働時間制で出勤します。 

出勤日・時間に関しましてはお問合せ下さい。 

主任児童指導員 B  B A B B 

児童指導員 A  A 児・放 児・放 児・放 

児童指導員 B  A B A A 

保育士 児・放  児・放 児・放 児・放 児・放 

非
常
勤
職
員 

児童指導員 児  児 児   

児童指導員 放  放 児・放  児 

児童指導員 児・放    児・放 放 

保育士 放  放 放 放  

指導員  児・放  児・放   放 

指導員      児・放 児・放 

指導員 

（強度行動障害研修受講者） 

    放 児・放 

指導員   放    

 常勤 A （9:00 ～ 17:45） 原則として児童発達支援の支援に入ります 

 常勤 B （11:00 ～ 19:45） 原則として放課後等デイサービスの支援に入ります 

  児・放 （9:30 ～ 18:15） 児童発達支援・放課後等デイサービス共に支援に入ります 

 児   （9:30 ～ 15:00） 児童発達支援の支援に入ります 

 放   （13:30 ～ 19:30） 放課後等デイサービスの支援に入ります 



 

  



 

  



 

令和４年度 自己評価分析と対応 

対象 課題として挙げられた点 対策 

職員 

『あだ名や呼び捨てをせず、適切な形で呼んでいる』

について、１２人中１人が「いいえ」、５人が「まあまあ」

と回答しており、行動規範の徹底が必要である。 

虐待防止・権利擁護の研修受講の他、身体拘

束等適正化委員会を開催し、どのような行為

は相応しくないかを職員全体で考える場を設

けた。 

職員 

『子どもの嫌がることを強要していない』について、１２

人中１人が「いいえ」、１人が「まあまあ」と回答してお

り、行動規範の徹底が必要である。 

虐待防止・身体構想等適正化の研修受講や

話し合いの場を設けた。身辺自立など児童が

身に付けていきたい支援であっても本人が嫌

がる場合など、現場の職員の葛藤もあった。 

常にこの支援は大丈夫だろうか？という視点を

持つことは大切で、支援の振り返りや話し合

い、研修の場をしっかりと持つことでより良い支

援が提供できるようにしていく。 

利用者 
適切な支援の提供について、保護者同士の繋がりの

場の提供が不十分という意見があった。 

集合での保護者会という形ではなく、「就学」

「就労」などテーマを決めた集まりを提供でき

るよう次年度の計画に入れていく。 

 

 

令和４年度 事故報告 

日付 件名 事故種別 事故の概要 再発防止策 

３月２４日 
頭突きによる 

ドアガラスの破損 

軽症事故 

物損 

放デイ利用の児童が夕方帰宅

前に不安定になり、入口のドア

ガラスに頭突きをし、ガラスが

窓枠から外れるような状態で割

れた。その児童は割れたガラス

により右手首に３センチ程度の

切傷を負った。当日は事業所で

応急手当、翌日ご家族と病院へ

行き絆創膏を貼る処置をした。 

・不安定な時はヘッドギアを

装着する方針になっていた

が、本人が嫌がる時は外して

いた。本人に大きな怪我にな

らないよう出来れば装着して

欲しい旨を伝えていく。 

・強化ガラスに飛散防止フィ

ルムを貼っていたので大きな

怪我にならなかったとも考え

られる。今後も窓は全て強化

ガラスとし、飛散防止フィルム

をしっかり貼っておく。 

 



 

令和４年度 職員研修実績 

受講月 参加人数 研修名 

６月 ５名 通所施設における感染症対策 

６月 １名 
障害児施設職員職層研修（新任） 

「子どもを理解するための基礎知識」 

７月～８月 １名 

障害児施設職員職層研修（新任） 

「障害児を理解するための基礎知識」 

「支援の実践～言葉とコミュニケーション～」 

６月 １名 福祉職に求められるコミュニケーションの基本能力と基本姿勢 

７月 １名 福祉職に求められるコミュニケーションのテクニックとスキル 

７月 ４名 
「障害福祉の制度概論～切れ目のない支援を目指して」 

「世田谷区障害施策の概要」 

１１月 ２名 精神衛生セミナー 

２月 ２名 
虐待防止・権利擁護研修（身体拘束等適正化の内容を含む） 

「障害者虐待防止法を考える」 

３月 12名 リスクマネジメント研修（動画視聴） 

3月 12名 身体拘束等適正化研修（動画視聴） 

 その他： ① 会計内部監査 年１回 

② 谷税理士事務所による会計指導 年１２回 

 

 

 

令和４年度 委員会等実績 

実施日 参加人数 研修名 

11月 9日（午前） 4名 身体拘束等適正化委員会 

11月９日（午後） 3名 身体拘束等適正化委員会 

11月 12日（午後） 4名 身体拘束等適正化委員会 

 


